
 

三重県保健医療計画(第６次改訂)の検討体制について 

 

 次期保健医療計画策定にあたっては、「三重県医療審議会」で計画全体につい

ての検討を行うとともに、５疾病・５事業及び在宅医療に関しては、より専門

的な見地から関係部会等において検討を進めていきます。 

  

※平成 29年度より、＜急性心筋梗塞対策＞、＜糖尿病対策＞、＜小児救急を

含む小児医療対策＞について、新たに関係部会等を設置予定。 
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＜がん対策＞三重県がん対策推進協議会 

＜脳卒中対策＞三重県脳卒中医療福祉連携懇話会 

＜急性心筋梗塞対策＞（名称未定） 

＜糖尿病対策＞三重県糖尿病対策懇話会（仮称） 

＜精神疾患対策＞三重県精神保健福祉審議会 

＜救急医療対策＞三重県医療審議会救急医療部会 

＜災害医療対策＞三重県医療審議会災害医療対策部会 

＜へき地医療対策＞三重県医療審議会地域医療対策部会  

＜周産期医療対策＞三重県医療審議会周産期医療部会 

＜小児救急を含む小児医療対策＞（名称未定） 

＜在宅医療対策＞三重県在宅医療推進懇話会 
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